
農地法３条申請許可事務の流れ 

 

事前相談     農業委員会事務局においでいただくか、電話でご相談ください。 

 

 

申請書入手    農業委員会窓口またはホームページから入手できます。 

          

 

必要書類の準備  農地法第３条許可申請書（１部）、申請土地の全部事項証明書（１筆につき１通） 

         ※市外在住の場合は住民票の写しも必要です。 

 

申請書提出／受理 農業委員会事務局に必要書類を提出してください。  

 毎月10日締切り（10日が土・日曜日や祝日と重なった場合は繰り上がります。） 

 

申請内容審査   申請書の記載漏れ等がないか、農地法３条に適応するかなどを審査し、必要に応 

         じて現地確認を行います。また、譲渡人・譲受人両者に農業委員が電話または訪 

問で申請の確認をします。 

 

農業委員会総会  農業委員会総会で農業委員会の許可、不許可決定を行います。 

         農業委員会総会は、毎月25日開催を原則としています。 

※詳細は、ホームページ「農業委員会総会日程」のページで確認できます。 

 

許可証の交付   農業委員会事務局で許可証をお受け取りください。 

 

 

※標準処理期間とは、窓口の処理に通常要する期間です。不備の訂正等に要した時間は含みません。

また、標準処理期間の日数は開庁日で計算しますので、土・日曜日及び祝祭日は含みません。 
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